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１【提出理由】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本

臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

固定資産の譲渡について

（１）当該事象の発生年月日

2026年２月13日

 
（２）当該事象の内容

①　譲渡の理由

当社グループは、収益率重視の経営方針のもと、不採算事業からの撤退と事業構造改革を推進しており、

グループ全体の財務体質の強化と経営資源の有効活用を図ることが重要な経営課題となっております。

このような状況のもと、今後の事業規模に見合った効率的な生産体制へと移行するため、トリアノンが保

有する三鷹市の工場（土地・建物）について、当該資産を譲渡することにより、一定の現金収入を確保し財

務基盤の強化を図ることといたしました。

 
②　譲渡資産の内容

所在地 東京都三鷹市下連雀四丁目１番２号

内容
土地 333.45 ㎡
建物 977.70 ㎡（延床面積）

現況 工場・事務所

譲渡益（注） 155,983千円
 

（注）譲渡価額および帳簿価額については、相手先との取決めにより公表を控えさせていただきます。

譲渡益は、譲渡価額から帳簿簿価と譲渡に係る費用等を控除した概算額です。

 
③　譲渡先の概要

譲渡先につきましては、譲渡先との取決めにより公表を控えさせていただきます。なお、当社グループと

譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特筆すべき事項はありません。

 
④　譲渡の日程

2026年２月13日　　　　取締役会決議日

2026年２月13日　　　　契約書締結日

2026年６月30日　　　　譲渡（引渡）日

 
（３）当該事象の損益に与える影響

本件の固定資産譲渡により、2027年３月期連結決算において固定資産売却益155,983千円を計上する見込みで

す。

 
以上
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